
議員提出第１２号 

教育費負担を軽減し、給付制奨学金の創設を求める意見書 

吉川市議会会議規則第１３条の規定により、上記意見書を別紙のとおり

提出する。 
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教育費負担を軽減し、給付制奨学金の創設を求める意見書 

 

今、「派遣切り」などの雇用破壊や国内外の未曾有の経済危機のなかで、

「学費が払えなくなった」「通学費がないので退学した」などの深刻な事

態がひろがっています。全国調査によれば、私立高校の授業料滞納者数は

前年の３倍、２万４４９０人にのぼります。 

多数の若者が学費を払えず高校を卒業できない、中退させられることに 

なりかねません。また、学費が準備できず高校進学をあきらめる若者がふ

えることも心配です。 

 今日、高校卒業は多くの職業につくための必要条件となり、進学率は９

７％をこえています。経済的な理由による高校教育からの排除は、若者一

人ひとりへの大きなダメージであり、同時に社会の健全な発展を掘り崩す

ものです。 

 憲法は国民に「ひとしく教育を受ける権利」（第２６条）を保障してい

ます。経済的な理由で高校から排除される若者を出さないことは、誰もが

否定できない政治の責任です。 

そのために以下の施策の実施を強く求めます。 

 

１．当面の緊急策として高校生救済貸し付けをおこなうこと。 

２．国と自治体の責任で、授業料減免と奨学金を拡充し、交通費補助制度

をつくること 

３．高校授業料を無償化すること 

４．高校授業料の給付制奨学金制度を創設すること 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出します。 
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